
○運転免許事務取扱規程の運用について（例規） 

平成元年 12 月 21 日 

兵警運例規第 35 号警察本部長 

〔沿革〕 平成２年９月兵警運例規第 24 号、４年 10月第 39号、５年４月本部訓令第８号、８年８

月兵警運例規第 17号、11 年 10月第 19号、14年３月兵警運例規甲第４号、本部訓令第

５号、兵警運例規甲第８号、７月第 17号、16年４月兵警務例規甲第 11号、12月第 21

号、18 年 12 月兵警運例規甲第 33号、19年６月第 18号、第 25号、21年５月第 20

号、24 年３月第 11号、26 年５月第 19号、27年３月第 13号、27年７月兵警交企例規

甲第 23 号、12月兵警運例規甲第 37号、29年２月第３号、令和元年 11月第 27号、２

年６月第 34 号、３年３月兵警務例規甲第 17号、４年５月兵警運例規甲第 14号、８年 

      １月第１号兵警運例規甲第２号改正  

運転免許事務取扱規程の運用についてを下記のように定め、平成２年１月１日から実施す

る。 

なお、運転免許関係事務取扱規程の運用について（昭和 42 年兵警運例規第９号）は、廃止す

る。 

記 

第１ 趣旨 

この要領は、運転免許事務取扱規程（平成元年兵庫県警察本部訓令第 26 号。以下「規

程」という。）の運用について必要な事項を定めるものとする。 

第２ 運用上の留意事項 

１ 免許（第２章関係） 

(1) 免許等の申請の受理（第３条関係） 

ア 交通部運転免許試験場長（以下「試験場長」という。）が、運転免許（以下「免

許」という。）の申請を受理するものとする。ただし、兵庫県道路交通法施行細則

（昭和 35 年兵庫県公安委員会規則第 11 号。以下「細則」という。）第 14 条第１項

第３号の規定により警察本部長（以下「本部長」という。）が指定する警察署及び警

察署分庁舎で行う運転免許試験（以下「免許試験」という。）を受けようとする者の

免許の申請は警察署長（以下「署長」という。）が受理するものとする。 

イ 試験場長は、初心運転者期間が経過する直前又は直後に初心運転者講習の通知を受

けた者から、初心運転者期間経過後再試験の通知を受けずに再試験の受験の申請があ

ったときは、書面によりその経過を明らかにするとともに、再試験の通知を行った

上、再試験の受験の申請を受理するものとする。 

ウ 試験場長は、規程第５条第４項の規定による通報を受けた時点において、道路交通

法（昭和 35 年法律第 105 号。以下「法」という。）第 90 条第５項若しくは第６項又

は第 103 条第１項若しくは第２項の規定による行政処分の基準に該当していると認め

たときは、当該行政処分上の手続を先行させるものとする。 

(2) 受験（登録）票等の交付（第４条関係） 



ア 法第 97 条の２第１項第３号若しくは第５号又は道路交通法施行令（昭和 35 年政令

第 270 号。以下「令」という。）第 34 条の４第２項の規定により免許試験の一部を

免除する者については、当該免除に係る免許の種類を１枚の規程第４条に規定する受

験（登録）票に記載して作成するものとする。 

イ 運転免許申請書（道路交通法施行規則（昭和 35 年総理府令第 60 号。以下「規則」

という。）別記様式第 12）、質問票（規則別記様式第 12 の２）、受験（登録）票及

び規程第４条に規定する電算入力票（以下「運転免許申請書等」という。）並びに規

程第３条に規定する運転免許申請書（仮免許用）（以下「仮免許申請書」という。）

及び規程第４条に規定する仮運転免許試験受験票（以下「仮免許受験票」という。）

は、免許の申請者に交付し、次の事項を教示するものとする。 

(ア) 試験場長が受理した場合を除き、運転免許申請書等及び申請用写真は、申請した

免許に係る免許試験の期日に細則第 14 条に規定するそれぞれの試験の場所に持参

して受験すること。 

なお、仮運転免許試験を受験するときは、運転免許申請書等及び申請用写真の

ほか仮免許申請書及び仮免許受験票も併せて持参するとともに運転免許申請書及び

受験（登録）票は、免許試験を受験するまでの間保管しておくこと。 

(イ) 免許試験に合格したときは、当該免許試験に合格した日に運転免許証（規則別記

様式第 14。以下「免許証」という。）の交付、特定免許情報（法第 95 条の２第２

項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。）の記録若しくは免許情報記録（法

第 95 条の２第２項第１号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。）の書換え

又は仮運転免許証（規則別記様式第 15。以下「仮免許証」という。）の交付の申

請を受理するので、申請用写真（兵庫県自動車運転免許試験場又は但馬運転免許セ

ンターにおいて免許試験を受ける場合を除く。）及び警察手数料徴収条例（平成

12 年条例第 38 号）に規定する当該申請に係る手数料をあらかじめ用意すること。 

(ウ) 免許を現に受けている者は、当該免許に係る免許証、免許情報記録個人番号カー

ド（法第 95 条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同

じ。）（以下「免許証等」という。）又は仮免許証を持参すること。 

(エ) 免許を受けようとする者が、その受けようとしている免許によって運転すること

ができる自動車等に相当する本邦の域外にある国若しくは地域の行政庁又は権限の

ある機関の免許を有するものであるときは、その者の当該免許証、日本語による当

該免許証の翻訳及び当該免許取得後の発給国における滞在期間が通算して３箇月以

上あることを証明する書類（旅券等）を持参すること。 

(3) 合格者の登録（第８条関係） 

免許試験に合格した者について、交通部運転免許課長（以下「免許課長」という。）

が運転者管理システムに対し登録を行う場合は、当該登録は免許の拒否又は保留の処分

（以下「免許の拒否等処分」という。）の基準に該当するか否かの照会及び各種手配の

照会を兼ねるものとする。 

(4) 限定解除審査等（第９条関係） 



ア 限定解除審査及び条件解除審査（以下「限定解除審査等」という。）の申請の受理

は、署長が行うものとする。ただし、自動車等の運転について必要な技能に関する審

査を伴うものの申請は、試験場長が受理するものとする。 

イ 限定解除審査等のうち、次に掲げるものは、署長が行うものとする。この場合にお

いて、(ｲ)の技能審査合格証明書の有効期間は、技能審査に合格した日から起算して

１年間とし、本県内外を問わず、いずれの指定自動車教習所（以下「教習所」とい

う。）が発行したものでも有効なものとして取り扱うものとする。 

(ア) 眼鏡等の条件を付した者に係るその条件の解除又は変更 

(イ) 教習所の発行に係る有効な技能審査合格証明書を有する者に係る限定の解除又は

変更 

(5) 申請による免許の条件の付与等（第９条の２及び第９条の３関係） 

ア 申請による免許の条件の付与等の審査（以下「申請条件付与等審査」という。）の

申請の受理は、免許課長又は署長が行うものとする。ただし、自動車等の運転につい

て必要な技能に関する審査を伴うものの申請は、試験場長が受理するものとする。 

イ 申請条件付与等審査のうち、教習所の発行に係る有効な技能審査合格証明書を有す

る者に係る当該条件の変更は、免許課長又は署長が行うものとする。この場合におい

て、技能審査合格証明書の有効期間は、技能審査に合格した日から起算して１年間と

し、本県内外を問わず、いずれの教習所が発行したものでも有効なものとして取り扱

うものとする。 

(6) 新規免許証の作成要領等（第 13 条関係） 

ア 免許試験に合格した後交付する免許証（以下「新規免許証」という。）、記録する

特定免許情報又は書換えをする免許情報記録（以下「新規免許情報」という。）（以

下これらを「新規免許」という。）の顔写真は、合格者を直接撮影し、又は合格者の

受験（登録）票に添付した申請用写真を複写撮影して作成し、又は記録するものとす

る。 

イ 免許試験に合格した後交付する仮免許証（以下「新規仮免許」という。）（教習所

において教習を受ける者（以下「教習生」という。）に係るものを除く。）は、仮免

許証用紙に所定事項を記入した上、合格者の申請用写真を貼り付け、作成するものと

する。 

ウ 教習所の教習生に係る仮免許証は、次により作成するものとする。 

(ア) 教習所の管理者から一括して、規程第 13 条第１項ただし書所定の書類の提出を

受け、前記イの要領により作成すること。この場合に、仮免許証用紙への記入は、

本籍欄は都道府県名のみを、住所欄は教習生の住所を記載するものとする。 

(イ) 遠隔地にある教習所の教習生に係る仮免許証については、当該教習所の所在地を

管轄する署長が作成することができる。 

エ 警察署で新規免許証を交付する場合の交付予定日は、特に指示するもののほか、免

許証の交付の申請を受理した日の２週間後に対応する曜日から３週間後に対応する曜

日までの間において、免許試験を実施した試験場長又は署長が指定するものとする。 



オ 警察署で行った免許試験の合格者に係る申請用写真及び受験（登録）票は、その日

の取扱いに係るものをとりまとめ、翌日（翌日が休日の場合は、その翌日）に試験場

長に発送するものとする。 

カ 規程第 13 条に規定する運転免許手数料事務処理票（以下「事務処理票」とい

う。）は、次の表のとおり、それぞれその日に受理したものを取りまとめて記載する

ものとする。 

キ 手数料収入用の事務処理票は試験場長及び署長（以下「試験場長等」という。） 

が、作成依頼用の事務処理票は免許証作成後に試験場長が、送付（交付）用の事務処 

理票は試験場長等が、新規免許又は新規仮免許の区分に応じ、それぞれ会計年度ごと 

に受理の日の順に編てつ（手数料収入用の事務処理票には運転免許申請書又は仮免許 

申請書を添付すること。）して、当該会計年度終了後１年間（送付（交付）用の事務 

処理票にあっては、５年間）保存するものとする。 

ク 試験場長は、新規交付に係る交通部長が定める様式の免許証カード受払簿及び交通 

部長が定める様式の仮運転免許証用紙受払簿を備え付け、免許証カード及び仮免許証 

用紙の受入れ、使用、毀損等の状況を毎日記載し、常に収支を明確にしておくものと 

する。この場合において、教習所に係る仮免許証用紙については、教習所ごとに区分 

しておくものとする。 

ケ 新規免許証の交付、新規免許情報の記録若しくは書換え又は新規仮免許の交付は、 

次により行うものとする。 

(ｱ) 前記ウの(ｲ)に掲げる遠隔地にある教習所に係る新規仮免許の交付は、当該教習 

所の所在地を管轄する署長が行うこと。 

(ｲ) 試験場長等は、新規免許証の交付、新規免許情報の記録若しくは書換え又は新規 

仮免許証の交付をするときは、交通部長が定める様式の運転免許証交付等手数料総 

括表を作成した上で、会計年度ごとに受理した日の順に編てつし、当該会計年度終 

了後５年間保存すること。この場合において、同総括表を新規免許又は新規仮免許 

の区分ごとに作成し、それぞれ別に編てつすること。 

(ｳ) 試験場長は、新規免許証を交付等又は送付する場合において、当該新規免許証の 

交付等を受ける者が法第 71 条の４第４項から第７項まで又は令第 26 条の４に該当 

する者であると認めたときは、新規免許証の交付又は送付をする場合にあっては当 

該免許証の備考欄に所要の事項を記載し、新規免許情報の記録若しくは書換えをす 

る場合にあっては当該新規免許情報の備考に所要の事項を記録すること。 

(ｴ) 試験場長にあっては規程第 13 条に規定する運転免許証交付等手数料納付書及び 

同条に規定する仮運転免許証交付手数料事務処理簿に、署長にあっては運転免許証 

作成主体 作成区分 作成する事務処理票 備考 

試験場長 新規免許 手数料収入用・送付（交

付）用 

 

 新規仮免許 手数料収入用  

署長 新規免許 手数料収入用・作成依頼

用・送付（交付）用 

作成依頼用及び送付

（交付）用の事務処理

票を試験場長に送付す

る。 



交付等手数料納付書について、その日の取扱いに係るものをとりまとめ、前記(ｲ) 

により編てつした運転免許証交付等手数料総括表に、同じ日付及び区分ごとに添付 

の上、当該会計年度終了後５年間保存すること。 

(ｵ) 署長は、交付予定日に交付を受けなかった者の新規免許証を、交付予定日から１ 

週間が満了するまで保管するとともに、その者に対し受領を促すなど早期交付に努 

めること。この場合において、やむを得ず交付できなかったときは、保管を終わっ 

た日の翌日（翌日が休日の場合は、その翌日）に、交通部長が定める様式の未交付 

運転免許証等送付（通知）書を添付の上、当該新規免許証を試験場長に送付するこ 

と。 

(ｶ) 試験場長は、前記(ｵ)により新規免許証の送付を受けたとき、又は自ら交付すべ 

き新規免許証で未交付となっているものがあるときは、その者に対し受領を促す 

など早期交付に努め、なおやむを得ず交付できなかったときは、その経過を交通 

部長が定める様式の未交付免許証受払明細簿で明らかにするとともに、運転者管 

理システムに対し一時抹消登録を行った上で、試験合格日から１年間が満了する 

まで保管すること。 

(7) 免許証等の再交付（第 15 条関係） 

ア 亡（滅）失を理由とするものについては、その状況を明らかにした交通部長が定め

る様式の運転免許証等亡（滅）失理由書を提出させて、警察職員が事情聴取を行うな

ど亡（滅）失理由の確認に当たるものとする。 

イ 署長は、亡（滅）失の場合又は汚（破）損により免許証の記載内容が確認できな

い場合は、免許課長に電話照会の上、当該記載内容を確認するものとする。 

ウ 免許課長及び署長（以下「免許課長等」という。）は、免許証の有効期間が満了

する日の１箇月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間に免許証の再交

付の申請があったときは、前記アによるほか、免許の更新措置を採るものとする。 

エ 再交付の登録については、前記(3)の規定を準用する。この場合において、同(3)

中「免許試験に合格した者」とあるのは「再交付申請した者」と読み替えるものと

する。 

オ 再交付する免許証（以下「再交付免許証」という。）の顔写真は、申請者を直接

撮影する方法又は申請者の運転免許証再交付申請書（規則別記様式第 17。以下「再

交付申請書」という。）に添付した申請用写真を複写撮影する方法により作成する

ものとする。 

カ 再交付する仮免許証（以下「再交付仮免許」という。）（教習生に係るものを除

く。）は、再交付申請書に所定事項を記入した上、申請者から申請用写真の提出を

受けて、同写真を貼り付け、作成するものとする。 

キ 警察署で再交付免許証を交付する場合の交付予定日は、特に指示するもののほか、

再交付申請を受理した日の２週間後に対応する曜日から３週間後に対応する曜日まで

の間において、署長が指定するものとする。 

ク 警察署で受理した再交付申請に係る申請用写真及び再交付申請書の写しは、その日

の取扱いに係るものをとりまとめ、翌日（翌日が休日の場合は、その翌日）に免許課

長に発送するものとする。 



ケ 受領書等は、次の表のとおり、それぞれその日に受理したものを取りまとめて記載

するものとする。 

作成主体 作成区分 作成する受領書等 備考 

免許課長 再交付免許証 受領書  

試験場長 再交付仮免許 手数料収入用の事務

処理票 

 

署長 再交付免許証 手数料収入用、作成

依頼用及び送付（交

付）用の事務処理票 

作成依頼用及び送付

（交付）用の事務処

理票を免許課長に送

付する。 

コ 受領書は免許課長が、手数料収入用の事務処理票は試験場長等が、作成依頼用の事 

務処理票は免許証作成後に免許課長が、送付（交付）用の事務処理票は署長が、それ 

ぞれ会計年度ごとに受理の日の順に編てつ（手数料収入用の事務処理票には再交付申 

請書を添付すること。）して、当該会計年度終了後５年間保存するものとする。 

サ 免許課長は、再交付に係る免許証カード受払簿を備え付け、免許証カードの受入 

れ、使用、毀損等の状況を毎日記載し、常に収支を明確にしておくものとする。 

シ 試験場長は、再交付に係る仮運転免許証用紙受払簿を備え付け、仮免許証用紙の受 

入れ、使用、毀損等の状況を毎日記載し、常に収支を明確にしておくものとする。こ 

の場合において、教習所に係る仮免許証用紙については、教習所ごとに区分しておく 

ものとする。 

ス 再交付免許証及び再交付仮免許の交付は、次により行うものとする。 

(ｱ) 免許課長等は、再交付免許証を交付するときは、運転免許証交付等手数料総括表 

を作成した上で、会計年度ごとに受理した日の順に編てつし、当該会計年度終了後 

５年間保存すること。この場合において、同総括表は運転免許証交付手数料（新規 

交付）及び審査手数料の区分を除いたものを一括して１枚で作成し、編てつするこ 

と。 

(ｲ) 試験場長は、再交付仮免許を交付するときは、運転免許証交付等手数料総括表を 

作成した上で、前記コにより編てつした同日の処理に係る事務処理票及び再交付申 

請書とともに編てつすること。 

(ｳ) 署長は、交付予定日に交付を受けなかった者の再交付免許証を、交付予定日から 

１週間が満了するまで保管するとともに、その者に対し受領を促すなど早期交付に 

努めること。この場合において、やむを得ず交付できなかったときは、保管が終わ 

った日の翌日（翌日が休日の場合は、その翌日）に、未交付運転免許証等送付（通 

知）書を添付の上、当該再交付免許証を免許課長に送付すること。 

(ｴ) 免許課長は、前記(ｳ)により再交付免許証の送付を受けたとき、又は自ら交付す 

べき再交付免許証で未交付となっているものがあるときは、その者に対し受領を 

促すなど早期交付に努め、なおやむを得ず交付できなかったときは、その経過を 

未交付免許証受払明細簿で明らかにするとともに、運転者管理システムに対し再 

交付記号修正登録をした上で、有効期間満了日から６箇月間が満了するまで保管 

すること。 

(8) 特定免許情報の記録要領等（第 15 条の２及び第 15 条の４関係） 



ア 特定免許情報の記録の申請又は免許証の交付の申請を受理した場合において、亡 

（滅）失を理由とするものについては、その状況を明らかにした運転免許証等亡 

（滅）失理由書を提出させて、警察職員が事情聴取を行うなど亡（滅）失理由の確 

認に当たるものとする。 

イ 署長は、亡（滅）失の場合又は汚（破）損により免許証の記載内容又は免許情報 

記録が確認できない場合は、免許課長に電話照会の上、当該記載内容等を確認する 

ものとする。 

ウ 法第 95 条の２第３項の規定による特定免許情報の記録又は同条第 11 項の規定に 

よる免許証の交付（以下「特定免許情報の記録等」という。）をした場合の運転者 

管理システムに対する登録は、前記(3)の規定を準用するものとする。この場合に 

おいて、同(3)中「免許試験に合格した者」とあるのは「特定免許情報の記録等を 

申請した者」と読み替えるものとする。 

エ 交付する免許証及び特定免許情報の顔写真は、申請者を直接撮影し、又は申請者 

の再交付申請書、特定免許情報記録申請書（規則別記様式 17 の２）若しくは運転 

免許証交付申請書（規則別記様式第 17 の５）に添付された申請用写真を複写撮影 

して作成し、又は記録するものとする。 

オ 警察署又は兵庫県佐用警察センター（以下「警察署等」という。）で特定免許情 

報の記録等をする場合の予定日は、特に指示するもののほか、特定免許情報の記録 

等の申請を受理した日の２週間後に対応する曜日から３週間後に対応する曜日まで 

の間において、署長が指定するものとする。 

カ 警察署等で受理した当該特定免許情報の記録等の申請等に係る申請書の写し及び 

免許証等の亡（滅）失を理由とする場合は申請用写真を、（その日の取扱いに係る 

ものを取りまとめ、翌日に免許課長に発送すること。 

キ 受領書等は、次の表のとおり、それぞれその日に受理したものを取りまとめて記 

載するものとする。 

作成主体 作成区分 作成する受領書等 備考 

免許課長 特定免許情報の記録 

交付する免許証 

受領書 
 

署長 特定免許情報の記録 

交付する免許証 

手数料収入用、作成依頼用及

び送付（交付用）の事務処理

票 

作成依頼用及

び送付（交

付）用の事務

処理票を免許

課長に送付す

る。 

ケ 受領書は免許課長が、手数料収入用の事務処理票は署長が、作成依頼用の事務処 

理票は免許証作成後に免許課長が、送付（交付）用の事務処理票は署長が、それぞ 

れ会計年度ごとに受理の日の順に編てつ（手数料収入用の事務処理票には該当する 

申請書を添付）して、当該会計年度終了後５年間保存するものとする。 

コ 免許課長は、交付に係る免許証カード受払簿を備え付け、免許証カードの受 

入れ、使用、毀損等の状況を毎日記載し、常に収支を明確にしておくものとする。 

サ 署長は、交付予定日に交付又は記録を受けなかった者に対し、交付する免許証の 



受領又は特定免許情報の記録を促すなどの早期の交付及び記録に努め、やむを得ず 

交付及び記録ができなかったときは、交付等予定日から１週間が満了するまで交付 

する免許証の保管及び特定免許情報の記録の保留（以下「免許証の保管及び記録の 

保留」という。）をするとともに、免許証の保管及び記録の保留の終わった日の翌 

日（翌日が休日の場合は、その翌日）に、当該免許証にあっては添付の上、未交付 

運転免許証等送付（通知）書を免許課長に送付するものとする。 

シ 免許課長は、前記サにより未交付運転免許証等送付（通知）書の送付を受けたと 

き、又は自ら交付すべき免許証の交付ができなかったとき、若しくは特定免許情報 

の記録ができなかったときは、その者に対し早期の受領又は記録を促すなどに努 

め、なお、やむを得ず交付及び記録できなかったときは、その経過を未交付免許証 

受払明細簿で明らかにするとともに、必要に応じて運転者管理システムに対し再交 

付等記号修正登録した上で、有効期間満了日から６箇月間が満了するまで免許証の 

保管及び記録の保留をすること。 

(9)  更新に係る免許証等の作成要領等（第 16 条関係） 

ア 更新に係る免許の登録については、前記(3)の規定を準用する。この場合において

同(3)中「免許試験に合格した者」とあるのは「更新申請した者」と、「拒否」とあ

るのは「取消」と、「保留」とあるのは「停止」とそれぞれ読み替えるものとする。 

イ 適性検査の結果、その者の免許に付されている条件を解除し、又は新たに条件を

付し、若しくは変更する必要があるときは、その者の免許証に当該事由の記載及び法

第 93 条の２の規定による記録（法第 93 条の２の規定による記録にあっては、同条の

規定による記録が行われたものに限る。）を行い、免許情報記録個人番号カードを有

する場合は法第 95 条の３の規定による書換えを行うほか、運転免許証等更新申請書

（規則別記様式第 18。以下「更新申請書」という。）にも同様の事由を記載してお

くものとする。 

ウ 更新により交付する免許証（以下「更新免許証」という。）又は書換えする免許

情報記録（以下「更新免許情報」という。）（以下これらを「更新免許」という。）

の顔写真は、申請者を直接撮影し、又は申請者の更新申請書に添付した申請用写真を

複写撮影して作成し、又は記録するものとする。 

エ 警察署で更新免許証の交付又は更新免許情報の書換えをする場合の予定日（以下

「更新交付等予定日」という。）は、即日書換えをするもの及び特に指示するものの

ほか、更新申請を受理した日の２週間後に対応する曜日から３週間後に対応する曜日

までの間において、署長が指定すること。 

オ 免許課長等は、更新交付等予定日までに更新を受けようとする免許（以下「旧免

許」という。）の有効期間が満了するときは、更新免許証の交付又は更新免許情報記

録の書換えを行うまでの間の措置として、更新交付等予定日の翌日までを限度とし

て、有効期間を延長するものとする。 

カ 免許課長等は、更新免許証を郵送により交付するなどのため、更新を受けようと

する免許証と引換えに交付し難い場合は、郵送に必要な日数を限度として、旧免許の

有効期間を延長するものとする。 



キ 前記オ及びカにおいて延長された旧免許の有効期間の末日は、当該旧免許に係る

免許証に記載又は免許情報記録に書換えをするものとし、当該免許の有効期間は、記

載又は書換えされた日までとみなす。 

ク 免許課長等は、免許証等の更新時に初心運転者取消手配者（再試験に不合格となっ

た後逃走等の理由により即時に運転免許取消処分を執行できなかった者又は再試験不

受験による意見の聴取の通知到達後 30 日経過後においても意見の聴取に出頭しなか

った者のうち初心運転者取消手配登録をされたものをいう。）又は再試験該当者を発

見したときは、速やかにその旨を試験場長に通報するものとする。 

ケ 警察署で行った更新申請に係る申請用写真及び更新申請書の写しは、その日の取

扱いに係るものをとりまとめ、翌日（翌日が休日の場合は、その翌日）に免許課長に

発送するものとする。 

コ 受領書等は、次の表のとおり、それぞれその日に受理したものを取りまとめて記載

するものとする。 

作成主体 作成区分 作成する受領書等 備考 

免許課長 更新免許 受領書  

署長 特定免許情報の記録 

交付する免許証 

手数料収入用、作成依頼用及

び送付（交付）用の事務処理

票 

作成依頼用及

び送付（交

付）用の事務

処理票を免許

課長に送付す

る。 

サ 受領書は免許課長が、手数料収入用の事務処理票は署長が、作成依頼用の事務処 

理票は免許証作成後に免許課長が、送付（交付）用の事務処理票は署長が、それぞ 

れ会計年度ごとに受理の日の順に編てつ（手数料収入用の事務処理票には更新申請 

書を添付すること。）して、当該会計年度終了後５年間保存するものとする。 

シ 免許課長は、更新に係る免許証カード受払簿を備え付け、免許証カードの受入 

れ、使用、毀損等の状況を毎日記載し、常に収支を明確にしておくものとする。 

ス 更新免許証の交付又は更新免許情報の書換えは、次により行うものとする。 

(ｱ) 運転免許証交付等手数料総括表の作成及び保存については、前記(7)のスの(ｱ) 

の規定を準用する。 

(ｲ) 署長は、更新交付等予定日に交付又は書換えを受けなかった者に対し、更新免 

許証の受領又は更新免許情報の書換えを促すなど早期の交付及び書換えに努め、 

やむを得ず交付及び書換えができなかったときは、更新交付等予定日から翌月末 

日まで更新免許証の保管及び更新免許情報の書換えの保留（以下「保管及び保 

留」という。）をするとともに、保管及び保留が終わった日の翌日（翌日が休日 

の場合は、その翌日）に、未交付運転免許証等送付（通知）書を作成し、免許証 

にあっては添付の上、免許課長に送付すること。 

(ｳ) 免許課長は、前記(ｲ)により未交付運転免許証等送付（通知）書の送付を受けた 

とき、又は自ら交付すべき更新免許証の交付ができなかったとき、若しくは更新 

免許情報の書換えができなかったときは、その者に対し早期の更新免許証の受領 

又は更新免許情報の書換えを促すなどに努め、なお、やむを得ず交付及び書換え 



ができなかったときは、その経過を未交付免許証受払明細簿で明らかにするとと 

もに、有効期間満了日から６箇月間が満了するまで保管及び保留すること。 

(10) 免許証又は免許情報記録の特例更新（第 17 条関係） 

更新期間前における免許証又は免許情報記録の更新については、前記(8)の規定を準 

用するほか、申請の理由を証するに足る書類（出張証明書、医師の診断書等）を提出 

させ、事実を確認するものとする。 

(11) 更新の申請の特例（第 17 条の２関係） 

優良運転者又は一般運転者が住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会（以下 

「経由地公安委員会」という。）を経由して提出した経由申請書（規則別記様式第 18 

の３）及びこれに添付等された書類の送付を受けた場合の事務は、次により行うもの 

とする。 

ア 申請者が経由地公安委員会において更新に係る免許情報記録の書換え（以下「経由 

地書換え」という。）をしない場合 

(ｱ) 免許課長は、運転者管理システムから経由申請に係る適性検査結果等の通知を受 

けたときは、更新可否の判断を行うこと。この場合において、更新が可能と判断し 

た場合は、運転者管理システムにより更新が可能である旨の通知を行うものとし、 

更新が可能と判断できないときは、申請者に対し、適性検査を受けるべき旨を通知 

すること。 

(ｲ) 免許課長は、経由地公安委員会から経由申請書及びこれに添付等された書類（以 

下「経由申請書等」という。）の送付を受け、当該申請者の更新が可能と判断した 

ときは、経由申請書等により運転者管理システムに更新登録をすること。 

(ｳ) 前記(ｲ)に係る更新免許証又は更新免許情報の顔写真は、更新申請書に添付され 

た申請用写真を複写撮影して作成し、又は記録すること。 

イ 申請者が経由地公安委員会において経由地書換えをする場合 

(ｱ) 免許課長が運転者管理システムから経由申請に係る適性検査結果等の通知を受け 

たときの事務は、前記アの(ｱ)の規定を準用すること。 

(ｲ) 免許課長は、経由地公安委員会から経由地書換えをした経由申請書等の送付を受 

けたときは、運転者管理システムにより登録内容を確認すること。 

(ｳ) 前記(ｲ)に係る更新免許証の顔写真は、運転者管理システムに登録された写真に 

より作成すること。 

２ 免許の拒否等（第３章関係） 

(1) 弁明調書の送付等（第 22 条関係） 

規程第 22 条に規定する前歴通知書は、免許を受けた者が当該免許を受ける前にした

直近の違反行為に係る累積点数に基づき、点数制度により免許の取消処分又は免許の効

力の停止処分（以下「免許の取消し等処分」という。）を行う場合における令別表第３

の備考の一の３又は４に掲げる前歴とみなすことを通知するものであるので、前歴通知

書を交付するときは、口頭で交通違反等の内容、行政処分を受けることとなる累積点数

等について簡単に説明した上、本人の自制心を促すこと。この場合に、その者から事案

の不存在等について申出があったときは、事情を聴取するほか、署長は免許課長に再調



査を依頼するなど必要な措置を採るものとする。この場合において、免許課長は、試験

場長に調査事項等を通報するものとする。 

(2) 運転免許拒否・保留処分通知書の訂正（第 24 条関係） 

呼出し指定月日以外の日に免許の拒否等処分を執行するときは、執行の日を訂正する

ほか免許を拒否するものにあっては指定欠格期間の始期を、免許を保留するものにあっ

ては免許の保留の期間の始期をそれぞれ訂正し、運転免許拒否・保留処分通知書（規則

別記様式第 13 の３。以下「拒否等処分通知書」という。）を交付するものとする。た

だし、免許の取消し等処分と免許の拒否等処分を同時に行う場合の免許の拒否後の指定

欠格期間又は免許の保留の期間は、前記により始期を訂正するほか、終期についても運

転免許取消・停止処分書（規則別記様式第 19 の３の３。以下「取消し等処分書」とい

う。）と同じものに訂正し、交付するものとする。 

(3)  処分を受けた者に対する教示（第 24 条関係） 

署長は、拒否等処分通知書を交付したときは、次に掲げる区分に従い、免許の拒否等 

処分の効果及び当該免許の拒否等処分が終わった後の手続等について教示するものと 

する。  

ア 免許を拒否したとき。 

(ア) 免許の拒否の処分を受けた日から起算して、公安委員会が指定する期間内は、免

許試験を受けることができないこと。 

(イ) 免許の拒否の処分を受けた後において、自動車等の運転に関し、法若しくは法に

基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反したときは、更に免許の拒否等

処分を受けることがあること。 

(ウ) 取消処分者講習を終了しなければ、免許試験を受けることができないこと。 

イ 免許を保留したとき。 

(ア) 免許証の交付又は特定免許情報の記録は、免許の保留の処分の期間が満了した後

において行うこと。 

(イ) 法第 108 条の２第１項第３号に規定する講習（以下「停止処分者講習」とい

う。）を受け、免許の保留の期間の短縮を受けることができること。 

(ウ) 停止処分者講習を受ける場合は、講習手数料を持参すること。 

(エ) 免許の保留の処分の期間が満了するまでは、免許試験を受けることができないこ

と。 

(オ) 免許の保留の処分の期間内に自動車等の運転に関し、法若しくは法に基づく命令

の規定又は法の規定に基づく処分に違反したときは、更に免許の拒否等処分を受け

ることがあること。 

(4) 保留に係る免許証の処理（第 25 条関係） 

ア 署長は、免許の保留の処分を終了した者を電話により免許課長に即報するものとす

る。この場合において、免許課長は、試験場長に通報するものとする。 

イ 免許課長からの通報を受けた試験場長は、免許の保留の処分を受けた者のうち、停

止処分者講習を終了し、翌日以降の免許の保留の期間の全部を短縮された者に対し、

免許証を交付又は特定免許情報を記録したときは、その者から交通部長が定める様式

の運転免許証等受領書を徴し、これを署長に送付するものとする。 



ウ 署長は、前記イにより運転免許証等受領書の送付を受けたときは、これをその者の

氏名、住所等を記載した送付（交付）用の事務処理票（署長が行う免許試験に合格し

た者については、手数料収入用の事務処理票）の裏面にはり付けて保存するものとす

る。 

３ 免許の取消し等（第４章関係） 

(1) 違反等登録、仮登録及び処分の上申（第 28 条、第 28 条の２及び第 29 条関係） 

違反等の登録は、次に掲げる事項に留意し、迅速かつ的確な内容の登録に努めるものと 

する。  

ア 登録票作成責任者等の指定 

(ア) 警察本部の交通取締りを担当する所属長、警察本部の交通事故捜査を担当する所

属長（以下「事故捜査担当所属長」という。）及び署長（以下「署長等」とい

う。）は、交通関係の事務処理に従事する警察職員の中から違反登録票（取締り原

票及び規程第 28 条に規定する行政処分原票をいう。以下同じ。）、規程第 28 条

に規定する人身事故用行政処分原票及び規程第 28 条に規定する重大違反唆し等・

道路外致死傷行政処分原票の作成責任者（以下「登録票作成責任者」という。）を

それぞれ指定し、違反登録票、人身事故用行政処分原票及び重大違反唆し等・道路

外致死傷行政処分原票（以下「違反等登録票」という。）の正確な作成を一元的に

行うように努めること。 

(イ) 署長等は、違反等登録票を迅速に作成し、送付するため、交通担当の幹部の中か

ら違反等登録票の審査責任者（以下「登録票審査責任者」という。）をそれぞれ指

定し、違反等登録票及び違反報告書の照合審査並びに職員の指導教養に当たらせる

こと。 

(ウ) 署長等は、登録票作成責任者及び登録票審査責任者を指定し、又は変更したとき

は、速やかにその者の職名、階級及び氏名を免許課長に通報すること。 

イ 違反等登録票の送付 

(ア) 違反登録票は、交通事故（自動車等の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。

以下同じ。）を伴わない一般違反行為（令別表第２の１の表の上欄に掲げる行為を

いう。以下同じ。）若しくは特定違反行為（令別表第２の２の表の上欄に掲げる行

為をいう。以下同じ。）のうち送致を必要と認めるもの又は交通切符制度、交通反

則通告制度及び基礎点数付与制度実施規程（平成 29 年兵庫県警察本部訓令第 24

号）により交通切符により送致し、若しくは反則切符若しくは点数切符により告知

したものについて作成すること。この場合において、当該違反登録票は、原則とし

て違反日の翌日から起算して５日以内に免許課長に送付すること。 

(イ) 人身事故用行政処分原票は、交通事故（自動車等の交通による人の死傷に限

る。）を伴う一般違反行為又は特定違反行為があった場合に作成すること。この場

合において、当該人身事故用行政処分原票は、原則として交通事故の発生日の翌日

から起算して 10 日以内に免許課長に送付すること。 

(ウ) 重大違反唆し等・道路外致死傷行政処分原票は、一般違反行為又は特定違反行為

に係る重大違反唆し等（法第 90 条第１項第５号に規定する重大違反唆し等をい

う。以下同じ。）があった場合又は道路外致死傷（法第 90 条第１項第６号に規定



する道路外致死傷をいう。以下同じ。）があった場合に、当該原票の作成に必要な

事項等が判明した段階で速やかに作成し、免許課長に送付すること。 

(エ) 警察署等コード又は事件番号は、別に定める。 

ウ 違反等の仮登録は、違反等登録票の送付対象事案のうち違反事実が十分に立証でき

る次に掲げる事案（仮停止及び準仮停止を適用した事案を除く。）については、事案

に係る者を発見した翌日（休日の場合はその翌日）の午前中までに交通部長が定める

様式の仮登録上申簿に基づき電話により、免許課長に速報するものとする。 

(ア) 令別表第２に掲げる違反行為に対する基礎点数が６点以上の違反行為で免許証の

有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の３箇月前から 42 日前までの事案 

(イ) 法第２条に規定する車両による死亡事故又は人身事故のうち、被害者の傷害の程

度が 15 日以上（被害者が複数の場合は、最も重い傷害の程度が 15 日以上）の事

故で免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の６箇月前から 42 日

前までの間の事案 

エ 免許を受けた者が、法第 103 条第１項第８号の規定に該当することとなったとき

は、速やかに規程第 29 条に規定する危険性帯有等行政処分上申書に違反報告書その

他の関係書類を添付して行政処分の上申を行うこと。 

(2) 処分の決定（第 31 条関係） 

ア 本部長又は交通部長が行う 90 日以上の免許の停止処分の決定のうち、本部長にあ

っては法第 103 条第１項第８号に係る免許の停止処分（以下このアにおいて「本部長

による処分」という。）を、交通部長にあっては本部長による処分以外の免許の停止

処分を、それぞれ決定するものとする。 

イ 免許課長は、免許の取消し等処分が決定された者（以下「被処分者」という。）に

ついては、処分内容に応じ、交通部長が定める様式の出頭通知書、交通部長が定める

様式の行政処分の出頭通知書又は交通部長が定める様式の免許停止出頭通知書により

被処分者に通知するとともに、取消し等処分書を交付して、当該免許の取消し等処分

を執行するものとする。 

ウ 免許課長は、被処分者の不出頭その他の理由により免許の取消し等処分の執行がで

きなかったときは、被処分者の住所地を管轄する署長に対し、速やかに規程第 34 条

に規定する行政処分書送付書を送付し、その執行を依頼するものとする。 

(3) 処分の猶予（第 32 条関係） 

免許課長は、免許の停止処分を猶予するときは、その者に出頭を求め、今後違反行為

のないよう説諭するとともに、規程第 32 条に規定する請書（誓約書）を徴するものと

する。 

(4) 処分の執行（第 34 条関係） 

ア 署長は、被処分者が前記(2)のイに規定する行政処分の執行のための通知書の期日

に出頭しなかったときは、速やかに被処分者の住所に赴いて直接交付するほか、被処

分者の再出頭を求めるなどの方法により積極的に行政処分の執行に努めるものとす

る。この場合においては、交通部長が定める様式の所在調査・呼出状況書により、そ

の経過を明らかにしておくものとする。 



イ 免許課長等は、免許の取消し等処分を執行しようとするときは、被処分者に対し口

頭で免許の取消し等処分の理由を簡単に説明した上、取消し等処分書を交付するもの

とする。この場合に、被処分者が事案の不存在、事実誤認又は累積点数に疑問がある

として、当該取消し等処分に納得し難いとの申出があったときは、被処分者から事情

を聴取するほか、署長にあっては、免許課長に再調査を要請するなど必要な措置を講

じ、円滑な処分の執行に努めるものとする。 

ウ 署長は、取消し等処分書の日以外の日に当該取消し等処分書を交付したときは当該

取消し等処分書の通知の日を、免許の取消し処分をするものについては指定欠格期間

の始期及び終期を、免許の停止処分をするものについては当該免許の停止処分の期間

の始期及び終期をそれぞれ訂正し、前記２の(2)の例に準じて処理するものとする。 

(5) 処分執行の通報（第 35 条、第 36 条関係） 

ア 署長は、停止処分者講習を終了し、免許の停止処分の期間を短縮した者について

の短縮通報を要しない。 

なお、短縮に係る登録は、免許課長が処理することとなるから、停止処分者講習の 

受講の申出を受理したときは、規程第 36 条に規定する登録票又は規定第 22 条に規 

定する運転免許拒否・保留等処分処理票を取消し等処分書又は拒否等処分通知書に 

添付の上交付し、受講の際持参するように教示するものとする。 

イ 免許課長は、免許の取消し等処分を執行した旨の通報があったときは、その旨を運

転者管理システムに対し登録するものとする。 

(6) 執行不能の場合の措置（第 37 条関係） 

免許の取消し等処分の執行の不能の通報に当たっては、被処分者の所在を調査し、規

程第 37 条に規定する運転免許取消・停止処分執行不能通報書の理由欄に転出先等を付

記するものとする。 

(7) 処分の移送（第 38 条及び第 38 条の２関係） 

行政処分の移送に関する事務は、免許課長が処理するので、署長等が速やかに規程第

28 条又は第 29 条の措置を採るものとする。 

(8) 仮停止（第 39 条関係） 

法第 103 条の２第１項に規定する免許の効力の停止（以下「仮停止」という。）は、

次に掲げる事項に留意して迅速かつ的確に処理しなければならない。 

ア 署長は、仮停止の処分をした直後に弁明の機会を付与すること。 

イ 免許課長は、事故捜査担当所属長又は署長（以下「事故捜査担当所属長等」とい

う。）からの規程第 39 条に規定する仮停止事案発生即報書により速やかに当該仮停

止事案に係る仮停止の処分の適否について決定すること。 

ウ 事故捜査担当所属長等は、仮停止事案に係る者が他の都道府県公安委員会（以下

「他府県公安委員会」という。）の管轄区域内に住所を有する者であるときは、前記

アの措置を採った後、その者の住所地を管轄する他府県公安委員会に連絡し、当該仮

停止事案に係る意見の聴取の日時、場所及び文書の番号の指定を受け、所定の規程第

39 条に規定する意見の聴取通知書を交付すること。 

エ 事故捜査担当所属長等は、前記イの免許課長からの決定の通知により、意見の聴取

通知書に意見の聴取の日時、場所、処分をしようとする理由等必要事項を記載すると



ともに、当該意見の聴取通知書の下部に、公安委員会又は本部長からの依頼を受けて

通知する旨記載し、その者に交付すること。 

オ 事故捜査担当所属長等は、仮停止をした事案については、人身事故用行政処分原票

及び違反報告書を免許課長に送付すること。ただし、当該仮停止事案に係る者の住所

地が他府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、これを直接当該他府県公安委員会

へ送付すること。 

カ 免許課長は、前記オのただし書の規定にかかわらず、仮停止事案のすべてについて

違反等の登録を行うこと。 

(9) 準仮停止（第 40 条関係） 

ア 準仮停止は、法令上規定された制度ではないが、交通違反又は交通事故を起こした

者のうち、点数制度による点数計算上免許の取消処分に該当する者について、早期に

意見の聴取手続を行い、行政処分を執行し、道路交通の安全を図ろうとするものであ

るから、迅速かつ的確に処理するものとする。 

イ 準仮停止の対象事案は、本県に住所を有する運転者による交通違反又は交通事故の

うち、犯罪事実が明白である次の表に掲げるものとする。 

種別 適用事案 

前歴の必要なし １ 仮停止対象のうち仮停止できなかった死傷事故 

２ 仮停止対象以外の一方的過失死亡事故 

３ 酒酔い運転 

４ 酒気帯び運転（0.25 ミリグラム以上） 

５ 種別外及び処分中の無免許運転 

６ 妨害運転（著しい交通の危険）（死傷事故を伴うものを除く。） 

７ 妨害運転（交通の危険のおそれ） 

１年以内に処分

を有するもの 

１ 過失率 60 パーセント以上の死亡事故 

２ 一方的過失重傷事故 

３ 酒気帯び運転（0.15 ミリグラム以上 0.25 ミリグラム未満） 

４ 速度（60 キロ以上）超過 

５ 大型自動車等無資格運転 

その他 社会的反響の大きい交通違反又は交通事故 

ウ 署長等は、準仮停止事案を処理するに当たっては、次の事項に留意しなければなら

ない。 

(ア) 事案の内容を審査し、準仮停止の対象事案であると認めたときは、交通違反の場

合は交通切符の取締り原票（６枚目）又は行政処分原票により、交通事故の場合は

仮停止事案発生即報書を使用して電話により速やかに処分の依頼を免許課長に行う

こと。 

(イ) 免許課長が指示する通知番号、意見の聴取の日時及び場所並びに処分をしようと

する理由（累積点数及び前歴回数）を確認の上意見の聴取通知書を２部作成し、１

部はその者に交付し、他の１部は下部に署名等をさせた上、関係書類とともに免許

課長に送付すること。 

(ウ) 行政処分の決定に必要な関係書類は、交通部長が定める様式の準仮停止関係書類

送付書により電話依頼した日から起算して７日以内に免許課長に送付すること。こ



の場合に、二重登録を防止するため、人身事故用行政処分原票、交通切符の取締り

原票（６枚目）又は行政処分原票の左上欄余白に(準)と朱書きすること。 

(10) 仮免許の取消し（第 41 条関係） 

     仮運転免許（以下「仮免許」という。）を受けた者が、令第 39 条の３各号に規定す

る仮免許の取消基準に該当する交通事故又は交通違反等をしたときは、仮免許の取消し

を行うこととなるので、次の事項に留意し、迅速かつ的確に処理しなければならない。 

ア 署長等は、仮免許の取消事案を発見したときは、規程第 41 条に規定する仮運転免

許取消事案発生通報書の記載事項により、速やかに免許課長に電話等により通報する

こと。 

イ 署長等は、免許課長から仮免許の取消し通知を受けたときは、その者の規程第 22

条に規定する弁明調書を作成の上、仮運転免許取消し処分通知書（規則別記様式第

19 の４）にその者の住所、氏名、仮免許証の番号、免許の種類及び取消し理由を記

載して交付すること。この場合に、規程第 41 条に規定する仮運転免許取消処分通知

書交付簿に登載して、その状況を明らかにしておくこと。 

ウ 署長等は、仮運転免許取消し処分通知書を交付したときは、その者から運転免許証

等返納（抹消）書（細則様式第 63 号）により仮免許証を返納させた上、当該仮免許

証に弁明調書を添付して、速やかに免許課長に送付すること。 

エ 免許課長は、仮免許の取消事案に該当する者の住所地が、他府県公安委員会の管轄

区域に属するときは、当該他府県公安委員会に対し、その者の出頭の日時、場所等に

ついて確認した上、署長等に通報するものとする。 

(11) 再試験に係る免許の取消し（第 41 条の２関係） 

ア 試験場長は、再試験に係る免許の取消処分を執行したときは、交通部長が定める様

式の再試験に係る行政処分処理票を作成し、その処理の経過を明らかにしておくもの

とする。 

イ 試験場長は、法第 104 条の２の２第３項の規定により処分移送通知書（規則別記様

式第 19 の３の２）を送付するときは、初心運転者講習通知書（規則別記様式第 22 の

11）又は再試験通知書（規則別記様式 17 の２の２）に係る郵便物配達証明書その他

通知した事実の証明に必要な資料を添付するものとする。 

ウ 試験場長は、法第 104 条の２の２第７項の規定により他府県公安委員会に免許の取

消処分を行った旨を通知するときは、交通部長が定める様式の処分通知書に運転免許

取消処分書（規則別記様式第 19 の３の４）、再試験に係る行政処分処理票及び違反

外処分・短縮・手配登録票の写しを添付の上、送付するものとする。 

エ 試験場長は、他府県公安委員会から処分通知書の送付を受けたときは、処分通知書

の通知（交付）年月日を記載した運転免許取消処分書を交付して処分を執行するもの

とする。 

(12) 再試験に係る免許の取消時の教示（第 41 条の２関係） 

試験場長は、再試験の不合格又は再試験を受けなかったことにより免許を取り消され

た者に対しては、取消時に次に掲げる事項を教示するものとする。 

ア 再試験等による取消処分には欠格期間がないこと。 



イ 準中型免許を取り消されたときは、６箇月以内であれば、準中型免許にあっては令

第 34 条の５第４号の規定により準中型免許の仮運転免許試験の一部（学科及び技

能）が、普通免許にあっては令第 34 条の５第５号の規定により普通免許の仮運転免

許試験の一部（学科及び技能）が免除されること。 

ウ 普通免許を取り消されたときは、６箇月以内であれば、令第 34 条の５第５号の規

定により普通免許について仮運転免許試験の一部（学科及び技能）が免除されるこ

と。 

エ 再試験等により免許を取り消され、前記イにより仮免許を取得した者に対する課程

が教習所に設けられており、当該教習所の技能検定に合格すれば、免許試験（本免許

試験）の技能試験が免除されること。 

オ 同種免許を再取得したときは、再び初心運転者期間の適用があること。 

(13) 再試験に係る免許証等の作成要領（第 41 条の２関係） 

試験場長は、再試験に係る免許の取消しを受けた者に係る免許証の新たな作成又は 

免許情報記録の書換えをするときは、有効期間には返納に係る免許証又は書換えに係 

る免許情報記録の有効期間と同一のものを、免許年月日には取消しに係る免許以外の 

免許年月日をそれぞれ記載又は記録し、顔写真は、その者を直接撮影して作成し、又 

は記録するものとする。 

(14) 若年運転者期間に係る免許の取消し（第 41 条の２の２関係） 

ア 免許課長は、法第 102 条の３に規定する若年運転者期間（以下「若年運転者期間」

という。）に係る免許の取消処分を執行したときは、交通部長が定める様式の若年運

転者期間に係る行政処分処理票を作成し、その処理の経過を明らかにしておくものと

する。 

イ 免許課長は、法第 104 条の２の４第３項の規定により処分移送通知書（規則別記様

式第 19 の３の２の２）の送付をするときは、若年運転者講習通知書（規則別記様式

第 22 の 11 の２の２）に係る郵便物配達証明書その他通知した事実の証明に必要な資

料を添付するものとする。 

ウ 免許課長は、法第 104 条の２の４第７項の規定により他都道府県公安委員会に法第

102 条の３に規定する特例取得免許（以下「特例取得免許」という。）の取消処分を

行った旨の通知をするときは、交通部長が定める様式の特例取得免許処分通知書に運

転免許取消処分書（規則別記様式第 19 の３の４の２）、若年運転者期間に係る行政

処分処理票及び違反外処分・短縮・手配登録票の写しを添付の上、送付するものとす

る。 

エ 免許課長は、他都道府県公安委員会から特例取得免許処分通知書の送付を受けたと

きは、特例取得免許処分通知書の通知（交付）年月日を記載した運転免許取消処分書

を交付して処分を執行するものとする。 

(15) 若年運転者期間に係る免許の取消時の教示（第 41 条の２の２関係） 

免許課長は、若年運転者講習を受けなかったこと又は若年運転者講習を終了した後、

若年運転者期間が経過するまでの間に、再度令第 37 条の 10 に規定する若年運転者講習

の受講基準に該当したことにより特例取得免許を取り消された者に対しては、取消時に

次に掲げる事項を教示するものとする。 



ア 若年運転者期間に係る免許の取消処分には、欠格期間がないこと。 

イ 同種免許を再取得したときは、再び若年運転者期間の適用があること。 

(16) 若年運転者期間に係る免許の取消時の免許証の作成要領（第 41 条の２の２関係） 

     免許課長は、若年運転者期間に係る免許の取消しを受けた者に係る免許証の新たな作

成又は免許情報記録の書換えをするときは、有効期間には返納に係る免許証又は書換え

に係る免許情報記録の有効期間と同一のものを、免許年月日には取消しに係る特例取得

免許以外の免許年月日をそれぞれ記載又は記録し、顔写真は、その者を直接撮影して作

成し、又は記録するものとする。 

(17) 申請による免許の取消し（第 41 条の３関係） 

免許課長は、申請による免許の取消しを受けた者に係る免許証の新たな作成又は免許

情報記録の書換えをする場合は、交付年月日には取消しに係る免許と同一の交付年月日

を、有効期間には取消しに係る免許の有効期間と同一のものを、免許年月日には取消し

後になお他の種類の免許を受けているときは取消しに係る免許及び他の種類の免許の年

月日のうち先に受けた免許の年月日を、他の種類の免許を受けたい旨の申出があるとき

は取消しの免許に係る免許年月日をそれぞれ記載又は記録し、顔写真は、その者を直接

撮影し、又はその者の運転免許取消申請書（規則別記様式第 19 の３の８）に添付され

た申請用写真を複写撮影して作成し、又は記録するものとする。 

４ 運転経歴証明書等（第４章の２関係） 

(1) 運転経歴証明書等の作成要領（第 42 条関係） 

免許課長は、運転経歴証明書（規則別記様式第 19 の３の 10）を作成又は運転経歴情 

報（法第 105 条の２第３項に規定するものをいう。以下同じ。）を記録するときは、次 

に掲げる要領によるものとする。 

ア 交付」の年月日は、新たに交付の申請を受理した年月日とし、「登録」の年月日

は、新たに記録の申請を受理した年月日とすること。 

イ 照会番号は、申請の受付に係る５けたの一連番号とすること。 

ウ 優良等の区分は、申請による免許の取消しを受けた日又は免許が失効した日前５年

間における自動車等の運転に関する経歴（以下「運転経歴」という。）が、優良運転

者として免許の更新をすることとなる運転経歴に該当するときは「１」、一般運転者

として免許の更新をすることとなる運転経歴に該当するときは「２」、違反運転者等

として免許の更新をすることとなる運転経歴に該当するときは「３」とすること。 

エ 写真は、直接撮影する方法又は規程第 42 条に規定する運転経歴証明書交付等申請

（届出）書に添付された申請用写真を複写撮影すること。 

オ 免許の種類及び取得年月日は、申請による免許の取消しを受けた日又は免許の有効

期間が満了する日において受けていた免許の種類及び取得年月日とすること。 

カ 運転経歴証明書の番号は、原則として免許証番号と同一の番号とすること。 

(2) 運転経歴証明書の再交付（第 42 条の３関係） 

ア 亡（滅）失を理由とするものについては、その状況を明らかにした運転免許証等亡

（滅）失理由書を提出させて、警察職員が事情聴取を行うなど亡（滅）失理由の確認

に当たるものとする。 



イ 署長は、亡（滅）失の場合又は汚（破）損により運転経歴証明書の記載内容又は運

転経歴情報の記録事項が確認できない場合は、免許課長に電話照会の上、当該記載内

容等を確認するものとする。 

５ 照会等（第７章関係） 

(1) 照会（第 45 条関係） 

ア 所属長は、運転者管理システムに対し、免許、一般違反行為、特定違反行為及び行

政処分の事実に関する照会の必要があるときは、総務部情報管理課長（照会センタ

ー）に照会し、更に補充の照会を必要とするときに免許課長に照会するものとする。 

イ 所属長は、前記アの照会の結果、被処分手配者を発見したときは、次に掲げる措置

を採るものとする。 

(ア) 被処分手配者に対して出頭命令の措置を採ったときは、交通部長が定める様式の

出頭命令処理簿に所要の事項を記載するとともに、その旨を免許課長に通報するこ

と。 

(イ) 被処分手配者に対して出頭命令の措置を採ることができなかったときは、交通部

長が定める様式の被処分手配者発見通報書により免許課長に通報すること。 

(2) 手配登録等（第 46 条、第 47 条関係） 

手配は、所在不明の免許所持者又は盗品等免許証を発見するため、運転者管理システ

ムに対比照合するものであって、規程第 46 条に規定する盗品等免許証手配（解除）連

絡書又は規程第 46 条に規定するその他手配（解除）連絡書により当該手配を免許課長

に要請するものとする。 

６ 国外運転免許証（第８章関係） 

(1)  国外免許証の交付申請の受理（第 50 条関係） 

免許課長は、国外運転免許証（以下「国外免許証」という。）の交付を受けようとす 

る者で、現に受けている免許の有効期間が１年に満たないものについては、次により処 

理するものとする。  

ア 旅券、海外旅行日程表、出張証明書等申請者が外国に渡航する期間を証する書類の

提示を求め、免許の有効期間内に帰国するかどうかを確認すること。 

イ 前記アにより確認した結果、免許の有効期間内に帰国しない者（長期渡航者を除

く。）については、規程第 17 条の規定により免許証又は免許情報記録の特例更新の

措置を採ること。 

(2) 国外免許証の作成要領（第 51 条関係） 

ア 免許課長は、別に定めるところにより国外免許証を作成すること。 

イ 免許課長は、交通部長が定める様式の国外免許証用紙受払簿を備え付け、国外免許

証用紙の受入れ、使用及び毀損の状況を毎日記載し、常に収支を明確にしておくこ

と。 

(3) 国外免許証の返納（第 52 条関係） 

免許課長等は、国外免許証の返納を受けたときは、運転免許証等返納書の返納の理由

欄に必要事項を記載すること。 

７ 雑則（第 11 章関係） 

(1) 更新連絡書等の発送停止（第 56 条関係） 



免許課長は、規程第 56 条に規定する死亡者通報連絡票による通報を受けたときは、当 

該死亡者に係る運転免許データを抽出して保存リストを作成の上、これを６年間保存す 

るとともに、運転者管理システムに登録されている当該運転免許データの死亡登録をす 

るものとする。この場合において、当該死亡者が他の都道府県公安委員会の管轄区域に 

住所を有するときは、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に当該死亡者通報 

連絡票を移送するものとする。(2) 申請等の拒否の通知等（第 58 条関係） 

ア 署長は、受理した申請等について審査した結果、当該申請等を拒否する処分を書面

により通知するときは、事前に免許課長又は試験場長に即報するものとする。 

イ 前記アの規定により即報を受けた免許課長又は試験場長は、運転免許申請に対する

通知書を作成し、署長へ送付するものとする。 

ウ 署長は、前記イの規定により運転免許申請に対する通知書の送付を受けたときは、

速やかに申請者に交付するものとする。 


